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入 札 公 告（建 設 工 事）

次のとおり一般競争入札に付します。

本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の初年度及び中間年度（契約を締結する会計年度の

翌年度をいう。）における請負代金の支払いの限度額（ 以下「支払限度額」という。）について、

補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払限度額を変更し、

前倒しで既済部分払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条件等に

ついては、入札説明書及び現場説明書の内容を十分に確認すること。

本工事は、電子契約システム対象案件である。

令和７年９月 30 日

支出負担行為担当官

近畿農政局長 志知 雄一

◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 26

１ 工事概要

（１）品目分類番号 41

（２）工 事 名 和歌山平野農地防災事業 関戸支線水路第２工区建設工事

（３）工事場所 和歌山県和歌山市和佐関戸地内

（４）工事内容

本工事は、国営和歌山平野土地改良事業計画に基づき、関戸支線水路を建設するものであ

る。

本工事の概要は次のとおりである。

水路延長 L=252.94ｍ

施工始点 測点 ANo.36+15.114

施工終点 測点 ANo.49+ 8.054

内訳

管渠工 L=88.9ｍ

開渠工 L=99.6ｍ

市道横断工 N=1 箇所

仮設工 一式

（５）工 期 令和８年３月４日から令和９年 10 月 29 日まで（605 日間）（予定）

本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用

する工事である。詳細は特別仕様書に示すとおりである。
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（６）本工事は、提出された競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資

格確認資料（以下「確認資料」という。）に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価し

て落札者を決定する総合評価落札方式（標準Ａ型）の適用工事である。また、品質確保のた

めの体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかにつ

いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。

（７）本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んで

いないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。

（８）本工事は、予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165 号）（以下「予決令」という。）第 85

条に基づく調査基準価格（以下、「調査基準価格」という。）を下回った価格をもって契約す

る者に対して、予決令第 86 条に規定する調査（以下、「低入札価格調査」という。）結果の公

表及び、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。

（９）本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等に

おいて監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の１年間近

畿農政局管内直轄の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事で

ある。

（10）本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の対象工事である。

（11）本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104 号）に基

づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

（12）本工事は、競争参加者名の公表を落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後に

行う工事である。

（13）本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工

事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に

代えるものとする。

（14）本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係わる確認並びに入札

について、原則として電子入札システム（以下「電子入札方式」という。）により行う対象工

事である。ただし、電子入札方式によりがたい場合、紙入札方式（持参に限る）の承諾に関

する承諾願を提出し承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。

（15）本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、

変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
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（16）本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。

（17）本工事は、賃上げの実施を表明した企業を評価する工事である。

（18）本工事は、月単位の週休２日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費（率分）、

現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週単位又は月単位

の週休２日の取組について工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週

休２日制による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象

条件等により週休２日の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものと

する。

（19）本工事は、週休２日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。

（20）本工事は、入札書と技術提案書等の提出を同時に行う試行工事である。

（21）総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の適用

ア 本工事は、「総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）」（以下「本方式」という。）

の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締

結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等（共通仮設費、現場管理

費及び一般管理費等を含む）について合意するものとする。

イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率（落札金額を予定価格で

除したもの）を乗じて得た各金額について合意する方式とする。

ウ 本方式の実施手続きは、「総価契約単価合意方式実施要領（包括的単価個別合意方式）」

（平成 30 年９月 21 日付け 30 農振第 1860 号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知）

及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説（包括的単価個別合意方式）」によるものとす

る。

（22）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状

況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

（23）本工事の施工に当たり、１日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型

積算基準と乖離があった場合において、１日未満で完了する作業の積算の適用について監督

職員と協議し、設計変更することができる。

（24）本工事の施工にあたり、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務

管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）については、工事実施にあ

たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によ

らない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施



- 4 -

が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変

更することができる。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

（25）本工事の施工にあたり、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費

（以下「実績変更対象経費」という。）については、工事実施にあたって積算額と実際の費用

に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時

点で設計変更することができる。

運搬費：建設機械の運搬費

準備費：抜開・除根・除草等

（26）本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局設計課）に基づ

き、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の

発議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の

全て又は一部において、情報化施工技術を活用する工事の対象工事（受注者希望型）である。

（27）本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。試行

内容の詳細は、特別仕様書によることとする。

２ 競争参加資格

次に掲げる(１)から(13)のすべての条件を満たしている者であること。

（１）予決令第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい

る者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

（２）近畿農政局における令和７・８年度一般競争（指名競争）入札参加資格のうち「土木一式

工事」の認定を受けていること。

ただし、会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、手続開始の決定後、近畿農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参

加資格の再認定を受けていること。

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生

手続の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記（２）の再認定を受けた者を除く。

（４）近畿農政局における令和７・８年度一般競争（指名競争）入札参加資格のうち「土木一式

工事」の一般競争参加資格の確認の際に客観的事項（共通事項）について算定した点数（以
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下、「客観点数」という。）が 1,200 点以上であること。なお、上記（２）の再認定を受けた

者にあっては、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること｡

（５）施工実績

平成 22 年４月１日から別表１の③に示す確認資料提出期限日の前日までに、元請けとして

完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。

ただし、経常建設共同企業体にあっては構成員のうち１社が同種工事の施工実績を有する

こと。なお、共同企業体としての施工実績は、出資比率が 20％以上のものに限る。

ア 同種工事とは「管渠推進工事（刃口推進工法を除く）を実施した工事（施工規模は問わ

ない）」とする。

イ 当該実績が各地方農政局（沖縄総合事務局を含む。）の発注した工事に係る実績である場

合にあっては、工事成績評定表の評定点が 65 点未満のものを除く。

（６）配置予定技術者

ア 配置予定技術者の専任

配置予定技術者を専任で配置することが必要となる工事は、建設業法（昭和 24 年法律

第 100 号）第 26 条第１項、第２項及び建設業法施行令（昭和 31 年政令第 273 号）第 27

条第１項の定めによる。なお、専任期間の取扱いについては、以下のとおり。

① 現場作業については、専任を義務付ける。

ただし、請負契約が締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資

機材の搬入又は仮設工事等を開始するまでの間。）及び契約工期内であっても工事完成後、

検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け

等のみが残っている期間は、専任を義務付けない。検査が終了した日は、発注者が工事

の完成を確認した旨、受注者に通知した日（合格通知書における日付。）とする。

② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面

的に一時中止している期間は、専任を義務付けない。

イ 配置予定技術者の配置

配置予定技術者は、下請合計金額が 50 百万円以上の場合は監理技術者、50 百万円未満

の場合は主任技術者を配置すること。

ウ 配置予定技術者の資格

１級土木施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者を監理技術者又は主任

技術者として当該工事に配置できること。ここで同等以上の資格を有する者とは、建設業

法第 15 条第２号で定める者のうち、１級土木施工管理技士以外の者とする。

エ 配置予定技術者の施工経験

上記(５)に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること。

経常建設共同企業体にあっては、１人の監理技術者又は主任技術者が同種工事の施工経

験を有すること。また、共同企業体としての施工経験は、出資比率が 20％以上のものにつ

いて認める。

施工経験とは、契約工期の全期間に従事していることを原則とする。ただし、当該工事
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の契約工期と従事期間が異なる場合は、同種工事で示された工事工種の従事期間が当該工

事工種の施工期間の３分の２以上又は１年以上の期間に従事したことが確認できること。

現場施工期間とは、契約工期のうち準備工期間及び工事完成検査後の後片付け等のみが

残っている期間を除いた期間をいう。

オ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

カ 入札参加を希望する建設業者と配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係（申請

書提出期限の日以前に３ヶ月以上の雇用関係）にあること。

（７）技術提案が適正であること。

（８）本工事に経常建設共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請

書を提出することはできない。

（９）申請書の提出期限の日から開札時までの期間に「近畿農政局工事請負契約指名停止等措置

要領」（平成 15年９月１日付け 15近総第 408 号（理））に基づく指名停止を受けていないこ

と。

（10）上記１（２）に示した工事に係る設計業務等の受注者（受注者が設計共同体である場合に

おいては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下に同じ。）又は当該受注者と資本若しくは

人事面において関連がある建設業者でないこと。

（11）同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。

（12）「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成 19年 12 月７日付け 19経

第 1314 号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配

する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、

当該状態が継続している者でないこと。

（13）以下に定める届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。

ア 健康保険法（大正 11年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出

イ 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115 号）第 27条の規定による届出

ウ 雇用保険法（昭和 49年法律第 116 号）第７条の規定による届出

３ 総合評価落札方式に関する事項

（１）施工体制確認型総合評価落札方式の概要

本工事は、標準点（２の競争参加資格要件を満たしている場合に付与する点数）に施工体

制評価点（品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性に応じて付与する点数）及び加算点

（技術提案及び企業評価の評価に応じて付与する点数）を加えた点数と、入札価格を総合的
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に評価し、落札者を決定する施工体制確認型総合評価落札方式とする。

（２）評価項目

ア 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）

イ 技術提案

ウ 企業評価

（３）総合評価の方法

ア 「標準点」を 100 点とし、「施工体制評価点」の最高点を 30点、「加算点」の最高点を 50

点とする。

イ 「施工体制評価点」の算出方法は、上記（２）アの施工体制（品質確保の実効性、施工体

制確保の確実性）の評価を行い、「施工体制評価点」を与える。

ウ 「加算点」の算出方法は、上記 （２）イの技術提案及びウの企業評価について評価した

結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点 50 点を評価点数の最高点（満点）

55 点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。

｛加算点＝評価点数の合計値×（加算点の最高点 50 点／評価点数の最高点 55 点）｝

エ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(標準Ａ型)

は、予決令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格（以下、「予定価格」という。）の

制限の範囲内での入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入

札参加者の入札価格で除して得た数値（｛標準点＋施工体制評価点＋加算点｝／入札価格。

以下「評価値」という。）により行う。

オ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「施工体制評価点」の得点割合に応

じて「加算点」についても減じる措置を行う。

（４）落札者の決定方法

ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。

なお、落札の条件は、次のとおりとする。

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

② 技術提案が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。

また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値（「基準評価値」）を下回らないこ

と。

ただし、落札者となるべき者の「入札価格」によっては、その者により当該契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締

結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当である

と認められるときは、落札の条件①及び②を満たす者かつ適切な「入札価格」と考えら

れる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。

イ 上記アにおいて、「評価値」の最も高い者が２者以上ある場合は、当該者にくじを引かせ

て落札者を決定する。

ウ 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行う
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ものとする。

（５）評価内容の担保

実際の施工に関しては、技術提案に記載された内容により行うものとし、工事完了後に履

行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、次の取扱い

を行う。

ア 工事成績評定点の減点措置

イ 違約金の徴収（総合評価落札方式）

４ 入札手続等

（１）担当部局

〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町

近畿農政局会計課事業経理調整係 電話 075-366-2441 内線 2074

（２）入札説明書の交付

ア 交付期間：別表１①に示す日時

イ 交付方法：入札説明書の交付は電子入札システムにより行う。書面による交付を希望す

る場合は、あらかじめその旨を下記ウの交付場所へ申し込むこと。入札説明

書の交付は無料である。

ウ 交付場所：〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町

近畿農政局農村振興部設計課技術審査係 電話 075-451-9161 内線 2519

（３）申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法

ア 提出期間：別表１の②及び③に示す日時

イ 提出方法：申請書及び確認資料は電子入札システムにより提出すること。ただし、承諾

を得て持参又は郵送する場合は４（２）ウの交付場所へ提出すること。詳細

は入札説明書によるものとし、ＦＡＸによるものは受け付けない。

（４）入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法

ア 提出方法：書類の提出は、持参、郵送（書留郵便に限る｡提出期間内必着。）により行う

ものとする。

イ 提出期間：別表１の④に示すに日時

ウ 提出場所：４（１）に同じ

（５）入札書の受領期限、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、承諾を得た場合は紙入札方式

により持参又は郵送（書留郵便に限る｡)すること。

ア 電子入札システムの場合、提出期間は別表１の⑤に示す日時

イ 紙入札方式により持参する場合及び郵送による場合、受領期限は上記アと同じ。提出先
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は４（１）と同じとする。

（６）開札の日時及び場所

別表１の⑥に示す日時 近畿農政局入札室

５ その他

（１）入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行京都支店）。

ただし、利付国債の提供（保管有価証券の取扱店日本銀行京都支店）又は金融機関の保

証（取扱官庁近畿農政局）をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札

保証保険契約の締結を行い、又は金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証

事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４号に規定する保証事業会社をい

う。以下同じ｡)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の

金額、利付国債の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び保険会社との入札保証保険に

係る保険金額は、見積金額の 100 分の５以上とする。

イ 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行京都支店）

ただし、利付国債の提供（保管有価証券の取扱店日本銀行京都支店）又は金融機関若し

くは保証事業会社の保証（取扱官庁近畿農政局）をもって契約保証金の納付に代えること

ができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を

行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

（３）入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をし

た者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

（４）配置予定技術者の確認

落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」（ＣＯ

ＲＩＮＳ）等により配置予定主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契

約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定技術者

の変更は認められない。

また、落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所技術者

等と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。

（５）手続における交渉の有無 無
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（６）契約書作成の要否 要

（７）当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方と随意契約に

より締結する予定の有無 無

（８）関連情報を入手するための照会窓口 ４（２）ウに同じ

（９）一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

２（２）に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者であっても、４（３）により

申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時におい

て、当該資格の確認を受け、かつ競争参加資格の認定を受けていなければならない。

（10）低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は 10 分の３以上とする。

また、低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の 10 分の

２以内とする。

（11）施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求める

ことがある。入札参加者が提出期限までに追加資料を提出しない場合、ヒアリングに応じな

いなど調査に協力しない場合及び追加資料の記載内容が適切でない場合（未記載、未定を含

む）は、その者の入札を無効とすることがある。

（12）電子入札について

ア 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないもの

とするが、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札

方式に変更するものとする。

イ 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合

がある。

ウ 電子入札方式に係わる運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」（電子入

札センターホームページ：https://www.maff-ebic.go.jp/menu.html）による。

（13）契約後ＶＥ提案

ア 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させること

なく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、

発注者に提案することができる。この提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更し、

必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特

別仕様書による。

イ ＶＥ提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている

状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利

を有する提案については、この限りではない。
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ウ 発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもＶＥ提案を行

った建設業者の責任が否定されるものではない。

（14）発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平

成 19年農林水産省訓令第 22 号）第 10条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な

働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方氏名及び働きかけの内容）

を記録し、同規程第 9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下「委員会」という。）

に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を

設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働きかけ）

ア 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

イ 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

ウ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

エ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格

に関する情報聴取

オ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

カ 公表前における発注予定に関する情報聴取

キ 公表前における入札参加者に関する情報聴取

ク その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼

又は情報聴取

（15）その他

詳細は入札説明書による。

６ Summary

（１）Official in charge of disbursement of the procuring entity : SHICHI Yuichi, Director

General of Kinki Regional Agricultural Administration Office

（２）Classification of the services to be procured : 41

（３）Subject matter of the contract : Construction work of the 2nd section of the Sekido

Branch Line Waterway, Wakayamaheiya Agricultural Land Disaster Prevention Project

（４）Time limit for the submission of application forms and relevant documents for the

qualification : 5:00 P.M., 15 October, 2025

（５）Time limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 5:00 P.M.,

17 November, 2025, in case of submission by document : 5:00 P.M., 17 November,

2025

（６）Contact point for tender documentation : TATSUYA Muranaga, Design Division, Rural
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Development Department, Kinki Regional Agricultural Administration Office,

Chojiburocho Sagaru Shimochojamachi Nishinotoindori Kamigyoku Kyoto city Kyoto

Prefecture 602-8054, Japan.

TEL 075-451-9161 ex.2519

お知らせ

１ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平

成 19 年農林水産省訓令第 22 号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働

きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施してい

ます。詳しくは、当省のホームページをご覧ください。

（https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf）

２ 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について（令和２年７月 17日閣議決定）

に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
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別表１ 入札手続に係る期間等

① 入札説明書の交付期間 令和７年９月 30 日から令和７年 10 月 15 日まで（行政

機関の休日を除く。）の午前９時から午後５時まで。

② 申請書の提出期間 令和７年９月 30 日から令和７年 10 月 15 日まで（行政

機関の休日を除く。）の午前９時から午後５時まで。

③ 確認資料の提出期間 令和７年 10 月 16 日から令和７年 11 月 17 日まで（行政

機関の休日を除く。）の午前９時から午後５時まで。

④ 入札保証金の納付等に係る

書類の提出期間

令和７年 12 月 11 日から令和８年１月６日まで（行政機

関の休日を除く。）の午前９時から午後５時まで。

⑤ 入札書の提出期間 令和７年 11 月 13 日から令和７年 11 月 17 日まで（行政

機関の休日を除く。）の午前９時から午後５時まで。

ただし、確認資料と同時に提出すること。

⑥ 入札（開札）日時 令和８年１月７日 午後１時 30 分

※「行政機関の休日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 条）第１項に

規定する行政機関の休日をいう。


